
平成˜œ年˜™月™™日 月曜日 (号外第™ ˜号)官 報
北
方
領
土
問
題
審
議
会

報
告
年
月
日

15.
8.12

１
収
入
総
額

1¶
399¶

820

前
年
繰
越
額

476¶
820

本
年
収
入
額

923¶
000

２
支
出
総
額

1¶
399¶

023

３
本
年
収
入
の
内
訳

個
人
の
党
費
・
会
費
（
15人

)
150¶

000

機
関
紙
誌
の
発
行
そ
の
他
の
事
業
に

773¶
000

よ
る
収
入

機
関
紙
誌
発
行
事
業

773¶
000

４
支
出
の
内
訳

経
常
経
費

1¶
399¶

023

人
件
費

700¶
000

光
熱
水
費

36¶
000

備
品
・
消
耗
品
費

70¶
023

事
務
所
費

593¶
000

民
族
派
政
治
団
体
大
國
皇
志
塾

報
告
年
月
日

15.
7.18

１
収
入
総
額

0

２
支
出
総
額

0

立
行
社
同
志
會

報
告
年
月
日

15.
7.31

１
収
入
総
額

47¶
040¶

859

前
年
繰
越
額

44¶
580¶

859

本
年
収
入
額

2¶
460¶

000

２
支
出
総
額

6¶
950¶

000

３
本
年
収
入
の
内
訳

個
人
の
党
費
・
会
費
（
７
人
)

840¶
000

寄
附

120¶
000

個
人
分

120¶
000

借
入
金

1¶
500¶

000

山
口
信
明

1¶
500¶

000

４
支
出
の
内
訳

経
常
経
費

2¶
350¶

000

光
熱
水
費

300¶
000

備
品
・
消
耗
品
費

250¶
000

事
務
所
費

1¶
800¶

000

政
治
活
動
費

4¶
600¶

000

組
織
活
動
費

4¶
600¶

000

５
寄
附
の
内
訳

（
個
人
分
）

年
間
五
万
円
以
下
の

120¶
000

も
の

６
資
産
等
の
内
訳

（
借
入
金
）

山
口
信
明

46¶
500¶

000

三
木
佳
代
子

2¶
300¶

000

米
野
和
子

520¶
000

山
崎

梢
300¶

000

一

4.1
æ
B

を
削
り
、
C

を
B

と
す
る
。

二

4.1
ç
A

を
削
り
、
C

を
A

と
し
、
B

を
削
り
、
D

を

B

と
す
る
。

三

4.5
æ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

æ

願
書
に
は
、
出
願
人
又
は
、
二
人
以
上
の
出
願

人
が
あ
る
と
き
は
、
各
出
願
人
に
つ
き
、
次
の
事

項
を
記
載
す
る
。

ü

氏
名
又
は
名
称

@

あ
て
名

A

国
籍
及
び
住
所

四

4.9
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

4.9

国
の
指
定
、
保
護
の
種
類
、
国
内
及
び
広
域
特
許

æ

願
書
の
提
出
は
、
次
の
事
項
を
構
成
す
る
。

ü

国
際
出
願
日
に
条
約
に
拘
束
さ
れ
る
全
て
の

締
約
国
の
指
定

@

第
四
十
三
条
又
は
第
四
十
四
条
が
適
用
さ
れ

る
指
定
国
に
お
い
て
、
そ
の
国
を
指
定
す
る
こ

と
に
よ
つ
て
得
ら
れ
る
全
て
の
種
類
の
保
護
を

求
め
る
旨
の
表
示

A

第
四
十
五
条
\
が
適
用
さ
れ
る
指
定
国
に
お

い
て
広
域
特
許
を
求
め
る
旨
及
び
、
第
四
十
五

条
]
が
適
用
さ
れ
る
場
合
を
除
き
、
国
内
特
許

を
求
め
る
旨
の
表
示

ç

æ
ü
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
二
千
二
年
十
月

一
日
に
お
い
て
、
締
約
国
の
国
内
法
令
が
、
当
該

国
の
指
定
及
び
当
該
国
で
効
力
を
有
す
る
先
の
国

内
出
願
に
基
づ
く
優
先
権
の
主
張
を
伴
う
国
際
出

願
に
よ
り
、
当
該
先
の
国
内
出
願
が
取
下
げ
と
同

一
の
効
果
を
も
つ
て
消
滅
す
る
こ
と
を
定
め
て
い

る
場
合
に
は
、
当
該
指
定
官
庁
が
当
該
国
の
指
定

に
関
し
て
こ
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
旨
を
二
千
三

年
一
月
一
日
ま
で
に
国
際
事
務
局
に
通
告
す
る
こ

と
を
条
件
と
し
て
、
当
該
国
内
法
令
が
上
記
の
規

定
を
有
す
る
間
、
全
て
の
願
書
は
当
該
国
を
指
定

し
な
い
旨
の
表
示
を
伴
う
こ
と
が
で
き
る
。
国
際

事
務
局
は
、
そ
の
通
告
を
速
や
か
に
公
報
に
掲
載

す
る
。

è

削
除

五

4.11
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

4.11

先
の
調
査
、継
続
出
願
若
し
く
は
一
部
継
続
出
願
、

又
は
原
出
願
若
し
く
は
原
特
許
の
表
示

æ

い
ず
れ
か
の
出
願
に
つ
い
て

ü

国
際
調
査
若
し
く
は
国
際
型
調
査
が
第
十
五

条
`
の
規
定
に
基
づ
い
て
既
に
請
求
さ
れ
て
い

る
場
合
、

@

出
願
人
が
国
際
調
査
機
関
に
対
し
国
際
調
査

報
告
の
全
部
若
し
く
は
一
部
を
国
際
出
願
の
管

轄
国
際
調
査
機
関
で
あ
る
国
内
官
庁
若
し
く
は

政
府
間
機
関
に
よ
り
行
わ
れ
た
調
査
（
国
際
調

査
又
は
国
際
型
調
査
を
除
く
。）の
結
果
に
基
づ

い
て
作
成
す
る
こ
と
を
希
望
す
る
場
合
、

A

出
願
人
が
、

49の2.1
æ
若
し
く
は
ç
の
規
定
に
よ

り
、
国
際
出
願
が
い
ず
れ
か
の
指
定
国
に
お
い

て
追
加
特
許
、
追
加
証
、
追
加
発
明
者
証
若
し

く
は
追
加
実
用
証
を
求
め
る
出
願
と
し
て
取
り

扱
わ
れ
る
こ
と
を
希
望
す
る
旨
の
記
載
を
す
る

場
合
、
又
は
、

B

出
願
人
が
、

49の2.1
é
の
規
定
に
よ
り
、
国
際
出

願
が
い
ず
れ
か
の
指
定
国
に
お
い
て
先
の
出
願

の
継
続
出
願
又
は
一
部
継
続
出
願
と
し
て
取
り

扱
わ
れ
る
こ
と
を
希
望
す
る
旨
の
記
載
を
す
る

場
合
に
は
、
願
書
に
は
、
そ
の
旨
の
表
示
を
記

載
し
、
そ
の
場
合
は
先
の
調
査
が
行
わ
れ
る
当

該
出
願
を
特
定
し
、
関
連
す
る
原
出
願
又
は
原

特
許
又
は
そ
の
他
の
原
付
与
を
表
示
す
る
。

ç

æ
A

又
は
B

の
規
定
に
よ
る
表
示
の
願
書
面
へ

の
記
載
は
4.9
の
規
定
の
適
用
上
は
効
力
を
生
じ
な

い
。

六

4.12
を
削
る
。

七

4.13
を
削
る
。

八

4.14
を
削
る
。

九

12.3
ê
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

ê

受
理
官
庁
は
、
æ
に
規
定
す
る
期
間
の
満
了
後

の
翻
訳
文
の
提
出
に
つ
い
て
は
、
手
数
料
表
一
に

掲
げ
る
三
十
枚
を
超
え
る
国
際
出
願
の
用
紙
一
枚

ご
と
の
料
金
を
考
慮
に
入
れ
な
い
国
際
出
願
手
数

料
の
二
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
に
等
し
い
遅
延
提
出
手

数
料
の
受
理
官
庁
へ
の
支
払
を
条
件
と
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

十

12.4
ê
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

ê

受
理
官
庁
は
、
æ
に
規
定
す
る
期
間
の
満
了
後

の
翻
訳
文
の
提
出
に
つ
い
て
は
、
手
数
料
表
一
に

掲
げ
る
三
十
枚
を
超
え
る
国
際
出
願
の
用
紙
一
枚

ご
と
の
料
金
を
考
慮
に
入
れ
な
い
国
際
出
願
手
数

料
の
二
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
に
等
し
い
遅
延
提
出
手

数
料
の
受
理
官
庁
へ
の
支
払
を
条
件
と
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

十
一

第
十
五
規
則
の
表
題
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
十
五
規
則

国
際
出
願
手
数
料

十
二

15.1
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

15.1

国
際
出
願
手
数
料

各
国
際
出
願
に
つ
い
て
は
、
国
際
事
務
局
の
た
め
の

手
数
料（「
国
際
出
願
手
数
料
」）を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
国
際
出
願
手
数
料
は
、
受
理
官
庁
が
徴
収
す

る
。

〇
外
務
省
告
示
第
四
百
九
十
三
号

千
九
百
七
十
年
六
月
十
九
日
に
ワ
シ
ン
ト
ン
で
作
成
さ

れ
た
特
許
協
力
条
約
に
基
づ
く
規
則
の
一
部
は
、
同
条
約

の
第
五
十
八
条
]
の
規
定
に
従
い
、
次
の
よ
う
に
修
正
さ

れ
、
同
修
正
は
、平
成
十
六
年
一
月
一
日
に
効
力
を
生
じ
、

平
成
十
六
年
一
月
一
日
以
降
の
国
際
出
願
日
を
有
す
る
国

際
出
願
に
適
用
す
る
。
た
だ
し
、
15.4
及
び
手
数
料
表
の
修

正
に
関
し
、
平
成
十
六
年
一
月
一
日
以
前
に
提
出
さ
れ
か

つ
平
成
十
六
年
一
月
一
日
以
降
に
国
際
出
願
日
が
認
め
ら

れ
た
も
の
に
つ
い
て
は
な
お
従
前
の
規
定
を
適
用
す
る
。

ま
た
、
53.2
、
53.4
、
53.7
、
60.1
、
61.1
、
61.2
及
び

90の2.5
ç
の
修
正
並

び
に
56
、
60.2
及
び
61.1
è
の
削
除
は
平
成
十
六
年
一
月
一
日

以
降
に
国
際
予
備
審
査
の
請
求
が
さ
れ
た
も
の
に
つ
い

て
、

70.16
の
修
正
は
平
成
十
六
年
一
月
一
日
以
降
に
発
行
す

る
国
際
予
備
審
査
報
告
書
に
つ
い
て
、
94.1
è
の
規
定
は
平

成
十
六
年
一
月
一
日
以
降
に
行
わ
れ
る
国
際
予
備
審
査
報

告
書
の
写
し
の
提
供
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
適
用
す
る
。

（
平
成
十
五
年
二
月
十
四
日
付
け
世
界
知
的
所
有
権
機

関
事
務
局
長
回
章
及
び
平
成
十
五
年
十
月
一
日
付
け
世
界

知
的
所
有
権
機
関
事
務
局
長
回
章
）

平
成
十
五
年
十
二
月
二
十
二
日

外
務
大
臣

川
口

順
子

Ÿ
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